
第１

議案第４６号 令和３年度南あわじ市一般会計補正予算（第２号）

議案第４７号 南あわじ市個人情報保護条例及び南あわじ市行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個
人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正
する条例制定について

議案第４８号 南あわじ市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について

議案第５９号 南あわじ市ケーブルテレビ設備等撤去工事請負契約の締結につい
て

議案第６０号 賀集小学校校舎大規模改造工事（第１期）請負契約の締結につい
て

第２

議案第４９号 南あわじ市手数料条例の一部を改正する条例制定について

議案第５０号 南あわじ市税条例等の一部を改正する条例制定について

議案第５１号 南あわじ市産業廃棄物最終処分場条例の一部を改正する条例制定
について

議案第５２号 南あわじ市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定につい
て

議案第５３号 南あわじ市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

議案第５４号 南あわじ市南淡路駐車場施設条例の一部を改正する条例制定につ
いて

議案第５５号 字の区域の変更について（新田地区）

議案第５６号 字の区域の変更について（倭文長田、松帆慶野地区）

議案第５７号 （普）堀岸川護岸整備工事（第１期）請負変更契約の締結につい
て

議案第５８号 南あわじ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい
て

第３ 発委第３号 市長の専決処分事項に関する条例制定について

第４

第５

議員派遣の申し出

議会運営委員会、常任委員会の閉会中の継続調査の申し出

第１０３回南あわじ市議会定例会議事日程（第５号）

令和３年６月２３日（水）午前１０時開議

議案第４６号～議案第４８号、議案第５９号～議案第６０号（５件一括上程）

議案第４９号～議案第５８号（１０件一括上程）



南あわじ市議会議長　 長　船 口 博　様

令和 ３年 ６ｊ １８日

総務文き常任委戮会ｔｎＲ　小　 粫　　紆

条　員　会　審　ま　報　き　書

本委員会 にイ才託の本件は、審をの結果、下Ｅの とお り決定したの で、 会議規則第１ ０８
粂の規定によ り報告します。

記

議案 番倚 件　　　　　　　　　佑 結　果

嵬案 第４ ６発

議案 第４ ７倚

議案 第４ ８倚

議案 第５ ９硲

議案 第６ ０倚

殆和 ３年度南あわ じ市一般会牡補工Ｅ予算（第２ そ）

南あわじ市個人情報保箇条例八び南あわ じ市行政手続にお
ける特定の個人を識万りするための番倚の利篦等に関する法
徐に盲づ く個人番硲のｍｌｊＲび特定個人情報のを供に関す
る条例の一部を改‾をする条例制定について

南あわじ市立学攻設置条例の一部を改‾Ｅする条鴨鮠定につ
いて　　　　　　　　　　　　　　　　’

南あわじ市ケーブルテ レビ設備等撤去工事請負契約の締結
につ いて

賀集八ヽ倅位位舎大規獏燉嵬工事（第１ 期） 請負契剔の締結
につ いて

罌、案可決

素案 可決

罌、案－ｊＴ決

原案 可決

罌、案可決



南あわじ市議会議長　長　斃 口 博　様

令和 ３年 ６Ｅ ２１日

産業厚生常任委員会則委員長　印　部　り、、　信
｜

１

１’

委　員　 会　審　を　報 告 書

本ま社会にイ才ＭＥの事イ牛は、審をの結ｊＲ、 下Ｅのと おり 決定したので、会議樶蕉第 １０８
条の規定によ り報告します。

記

議案 番倚 件　　　　　　　　　名 結　果

議案 第４ ９鴛

議案 第５ ０倚

議案第５ １号

議案 第５ ２号

議案 第５ ３鴛

議案 第５ ４号

議案 第５ ５倚

議案 第５ ６脣

議案 第５ ７硲

議案 第５ ８脣

南あわじ市手数料条例の一部を改ｉＥする条例制定について

南あわじ市税条例等の一部を改ｍする条例帆定について

南あわじ市ま業廃棄物最終処分場条例の一部 を改ｍす る条
例制定について

南あわじ市福祉Ｅ療費助成条例の一部を七Ｅする 条例制定
につ いて

南あわじ市国民４康保険粂例の一部を改ｍする条例顫定に
ついて

南あわじ市南淡路駐車飛施鼈条例の一部 を改ＴＥする 条例制
定について

字の区域の変‾ｔについて （新田逖区）

宇の区域の変‾ｔについて （イ委文長鴉、松帆慶野竟区）

（普）・岸Ｊ ＩＩ 護岸整備工事 （第 １期）請負変ぞ契めの締結
につ いて

南あ わじ市国畏胤康保険税条例の一部を殱止する 条例制定
につ いて

原案 可決

万案 虱決

原案 可決

脣案 可決

原案 可決

罌、案可決

罌、案可決

罌、案‾罵決

原案 可決

原案 可決



発委第３篶

南あわじ市議会議長　長　船　吉　博　様

令和 ３年 ６ｊ ２３日

４１出者

議会ｊ！Ｘ営委員会戔員長　篆　ロ　 博　文一

市長の専ｉ宍あ分事ｌｌに関する条例制定について

上２の議案を、Ｓ】Ｊ篆の とお りｊｉ方自治ま第 １０ ９条第６ 項八び会議規覧第 １３条

第２項の規定によ りをｍします。



南あわじ市条例第　　篶

市長の専決処分事項に関する条例

地方 自治法（昭皋）２ ２年法律第６７そ）第 １８０条第１ 項の規定によ り、 法体上、

市の義務 に属する 損害賠償の額の決定八びそ の和解に 愾す るこ とで、道路なを

法（昭和 ３５ 年法律第 １０５号）第 ６７ 条第 ２項に規定する交通事故にイ京 るも の（自

動車損害賠償保障法（昭和 ３０ 年法律第 ９７ そ） に規定する自 動車損害賠償責任

保険契めＲび白馳冪損害賠償責任共済契剔、 自動車損害懴済総合業務規程（平

成２６年とき社回法人を国市有物件Ｘ害兵済会規程） によ るヨ接済委貌契約並び

にそ の他の自 ｔ冪保険契約八び 自ｔ冪損害傴済委託契剔にｔづ き保険会社又は

組合から支まムいをなける こと ができる保険を又は共済金相售額の範囲内にほるｏ

谿、下鶚じ。 ）については、市長に おい て専決処分す るこ とが でき るも のと する。

附　則

この 条イ夙は 、な布の 目か ら施行し 、回 目ぷ後に発生 した交Ｓ事故 にＷ るもの

につ いて適篦する。



提路のミ瓢

この条例ｆｈｌへ定は、本来、 議会の権勠、に属する事羅について、迅連なが応を行う

こと によ り、 Ｐヨ ４かつ能率的な行政ＩＥ営を回 るた め、 Ｊ自方自 治法第１８０ 条第 １項

の規定により 、法律上市の義務に属する交丿事故によ る損害賠償に４京 る加解八び

損害賠償の額の決定につい て、 市長が専決Ｍ分するこ とが でき る事瑕と して新た

に指定するも のです。

なお、附１り でこ の条例は、ｚ匹の 目か ら施ｌｉ し、 回目 な後にＲ生した夕Ｒ事諏

に係るものについて適用すると定めています。



議員 派遣 申出書

令和 ３年 ６１ ２３日 定例会

次の とお り、 ｊｌ方自 治法第１ ００ 条第 １３ ＪＩ八び会議規只ｌｌ 第１ ６２ 条の規定により

議員を派遣する。

東播 ・淡路市議会議長 会定例会

（１ ）目　　 的　　 定例会

（２）派遣場所　　 加古Ｊｌ Ｘプラザホテル

（３）期　　 間　　 令和 ３年 ７大ｊ　１３日

（４）派遣議員　　 ‾ミ副議長

２　 淡路議会議員研修会

（１）目　　 的　　 研修会

（２）派遣場所　　 湊地区ぬ民館

（３）期　　 聚　　 令和 ３年 ７１ ２８口

（４）派遣議員　　 全議員



南あわじ市議会

議　長　　 長　船 七
口 博　　様

令和 ３年 ６ｊ ２３日

議会丿営娶員会　　　　　　：

委員長　　お　 口　 博　ｔ

閉会 中の 継続 調ま 申出書

本委員会は、 所掌事務のう ち次の事件について、 現会中の継続調をを要する

ものと決定したので、 会議規冤第１ ０９ 条の規定によ り申 しｉます。

１ 事　　件

記

（１ ）議会運営に 関す る事項

（２ ）議会の会議規ｍ、委員会に戛する条例等に関する事蘿

（３ ）議長の諮問 に関する 事項

２． 期　　ｍ

次回定例会迄



南あ わじ市議会

議　長　　 長　船 古　博　　様

令和 ３年 ６ｊ ２３日

総務うこ赦常任委員会

委員そ　　 ル　島

笑会 中の 継続 調査 申出書

本委員会は、 所管事務のう ち次の事件について、 篦会中の継続調査を要する

もの と決定したので、 会議規覧第１ ０９ 条の規定によ り串 しｍます。

記

１． 事　件

（１ ）市の総合自！Ｊき両、濕ｔについて

（２ ）行財政計画について

（３ ）市有財まの維４やｔＪＩ と財源の確保について

（４ ）情報化の推進について

（５ ）離島振興筒策について

（６ ）国際交流Ｒび友好市りの調査について

（７ ）人権施策について

（８ ）翕防・ 防災が策の推まについて

（９ ）教育の充奥 ・文化、 スポーツの振Ｒと 関ｆｉ施ａの隻備について

（１ ０） 青少年の變を育成について

（ｎ）選挙鷽ミ委員会、・き委員、 固定資産評価審を条員会に関すること

２。 期　　隕

次回定例会迄



南あわじ市議会

議　長　　 長　 船　 吉　博　　様

令和 ３年 ６ｊ ２３日

産業厚生常任委員会
｜－・

副委員長　　 日［］部　久　信

現傴 中の 継続 調査 中芭書

本委員会は、 所管事務のう ち次の事件について、 Ｍ会中の継続調査を要する

ものと決定したので、 会議規覧第１ ０９ 条の規定によ り申 しｍますｏ

記

１． 事　件

（１ ）税の賦氛徴収について

（２ ）生活環境の整備推進について

（３ ）福祉対策について

（４ ）介護保険と高齢化社会筒策について

（５ ）医療体制と 資康づく りの推進について

（６ ）商工業八び観光の振刪こついて

（７ ）農業振興の推進について

（８ ）水産振興の推進について

（９ ）都市を備本業の推まについて

（１ ０） 下水道事業の推迄について

（１ １） 農業委員会に 関すること

２。 期　　ほ

次回定例会迄



南あわじ市議会

議　長　　 長　船 口 博　　様

令和 ３年 ６１ ２３日

議会た報監聴常任委員会　　 ニレ
ー

襤員長　　北条　ぷ律 子・・・こ．

儁会 中の 継続 調ま 申莖書

本委員会は、 所管事務のう ち次の事件について、 Ｍ会中の継続識査を要する

もの と決定したの で、 会議規覧第１ ０９ 条の規定によ り申 しｍ ます。

記

１。 事　　袢

（１ ）議会巴報誌に関する事項

（２ ）議会報告会に関する事項

（３ ）議会ホームページに関する事項

（４ ）議会ラ イブＲ信、録画Ｅ信に回する事項

（５ ）その他議会監報監聴活動に関する事項

２。 期　　限

次回定例会迄


